
「寿司といえば、富山」ファクトブック制作及び動画撮影・制作業務委託 仕様書 

 

 

1. 目 的 

「寿司といえば、富山」を国際的に発信できる機会を利用し、富山の魚介や寿司文化の強みを再整

理した上で、アカデミックな見地から付加価値を高めて国内外に向けて PRする。 

 

2. 業務名 

「寿司といえば、富山」ファクトブック制作及び動画撮影・制作業務 

 

３．契約期間 

  契約締結日から令和９年３月 31日まで 

 

４．委託業務の内容 

業務の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） 国内外向け「寿司といえば、富山」ファクトブックの制作 

※日本語版および英語版ファクトブックの企画構成・デザイン、ライティング・編集・校正、写真手配、

データ納品までの制作一式を含む。 

①サイズ 

A4（２０～３０ページ程度） 

②掲載内容 

令和８年 1０月 1０日（土）～１０月１２日（月）に大阪大学で行われる国際フードスタディーズ学会で

発表される、“富山の寿司の美味しさ”についてのエビデンスや学会での評価をふまえ、富山の魚介

や寿司文化の強みを再整理した上で、アカデミックな見地も含め、国内外に向けて「寿司といえば、

富山」を PRする構成とする。 

※発表内容等の情報は発注者から提供する。 

※データ出典（参考文献や学会名）を明示し、高い信頼性を担保した資料とすること。 

③用途 

メディアや国内外のイベント向け PR資料として活用 

 

（２）国際フードスタディーズ学会エクスカーション昼食時の企画・演出、動画撮影・制作 

①富山の寿司職人の技術等の魅力を伝える寿司握りパフォーマンスに関する演出内容、会場装飾

の企画書、香盤表の作成、当日のディレクション 

  ※寿司職人は発注者で手配する。 

②寿司握りパフォーマンスの撮影、会場スクリーンでのライブ映像配信、機材等の現地セッティング 

③寿司握りパフォーマンスの模様等を編集した、「寿司といえば、富山」を国内外に発信する動画の

制作 

④学会初日に放映する富山県知事コメント動画の撮影、編集 

    ※６（１）成果物③の素材としても使用を検討 
 



  ＜エクスカーション昼食概要＞ 

 ・日時   令和 8年 10月１２日（月・祝）午前中 （学会最終日） 

 ・会場   山本能楽堂（大阪市中央区徳井町１丁目３-６） ※６月中旬に会場の下見を予定 

 ・参加者 最大１５０名程度（国内外から参加） 

  ・内容   昼食（富山の寿司含む）提供、寿司握りパフォーマンス（富山県の寿司職人１名） 

 

５．業務実施計画・報告 

（１）契約締結後、速やかに全クリエイティブの年間制作スケジュールを作成し、提出すること。 

（2）業務進捗及び確認事項について、随時委託者と打合せの上、円滑に制作進行すること。 

（3）業務終了後、実績報告書を作成し、活動実績・反響等を取りまとめたレポートを提出すること。 

 

６．成果物・納品期限 

（１）成果物 

①ファクトブックおよびファクトブック関連データ 

・成果物としてのファクトブックのデータ（PDF、パワーポイントなど） 

   ・本制作のために撮影した画像データ一式 

   ・引用資料のデータ一式（ある場合） 

②エクスカーション昼食時の模様を編集した動画データ（MP4形式、SNSやYouTube仕様サイズ、

イベントなどで大型モニターに放映時に適したサイズでの納品） 

③学会初日に放映する富山県知事コメント動画の撮影、編集（MP4形式、SNSやYouTube仕様サ

イズ、イベントなどで大型モニターに放映時に適したサイズでの納品） 

（２）納品期限 

・上記 （１）①② 令和 9年 2月末日 

  ・上記 （１）③  令和８年９月末日 

 

７．経費 

 本業務の実施に要する一切の経費は、委託料に含むものとする。 

 

８． その他の条件 

(1) 本業務により作成し、提出した納品物の所有権及び著作権は富山県に帰属するものとし、富山県に

おいて自由に利用・修正・公開することができるものとする。 

(2) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対

象となっている履行方法等を使用するときは、受託者がその使用に関する一切の責任を負うこと 

(3) 専任の担当者を配置し、県との打合せ等に出席させること。また、電話、メール等にて迅速かつ確

実な連絡体制をとること。  

(4) 業務の実施に当たっては、委託者と必要な協議及び打ち合わせを十分に行い、疑義がある場合に

は双方協議の上、業務を進めるものとする。  

(5) 事業の実施にあたり業務全体の詳細な工程表を速やかに作成し、県と協議すること。 

(6) この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて県と協議するものとする。 

(7) 本仕様書はプロポーザル用であり、富山県と選定された契約候補者との間で別途協議の上、契約

内容等を締結するものとし、協議の中で企画提案書等の内容から変更する場合がある。 


